
仕 様 書 
 

１．件  名  交野市自動体外式除細動器(ＡＥＤ）一式一括調達事業 

 

２．納品物品(1セット当たり)  

   

１ ＡＥＤ本体 １台 

２ キャリングバッグ又はケース    １個 

３ バッテリ             １個 

４ 除細動電極パッド（成人・小児兼用） ２組（本体１組、予備１組） 

 

３．購入数量  ３０セット 

 

４．納入期限  令和８年９月１８日（金）まで 

 

５．納入場所  交野市内各設置箇所（別紙参照） 

 

６．機器の仕様 

 （１）ＡＥＤ、除細動電極パッドともに医療機器具として、医薬品医療機器等法に基

づく承認を受けている機器であること。 

 （２）非医療従事者に対しても使用が認められるものであり、過去の使用事例におい

て安全性が確認されている機器であること。 

 （３）「日本版救急蘇生ガイドライン２０２０」に対応する機器であること。  

（４）通電派形は二相派形式であること。 

 （５）成人/小児どちらに対しても、除細動電極パッドを交換することなく使用できる

こと。 

（６）成人/小児モードの切換は、除細動電極パッドの装着後も電源を入れたまま切換

可能であること。 

 （７）ＡＥＤ本体及び付属品等は全て新品とする。 

 （８）ＡＥＤ本体の耐用年数は８年以上であり、かつ、納入後８年間において必要 

    となる除細動電極パッド及びバッテリーの交換に要する費用は、契約金額に含

むものとし、除細動電極パッドについては、有効期限の到来による交換のほか、

ＡＥＤの使用に伴う交換についても対象とする。 

 （９）ＡＥＤ本体及び付属品一式をキャリングバッグに収納した状態で、既設のＡＥ

Ｄ収納ボックスに収容できること。 



    なお、既設の収容ボックスに収容できない場合は、従前から収納ボックスを使

用している設置場所に限り、収納ボックスの交換及び設置等に必要な費用を契

約金額に含むものとする。(既設のＡＥＤ収納ボックス等の設置状況について

は別紙参照) 

 （１０）除細動電極パッドは、ＡＥＤ本体に接続して保管でき、かつ、ＡＥＤのスタン    

     バイ(待機)時の温度条件は、０℃～５０℃を満たすこと。 

 （１１）日本語による音声ガイダンス機能を有し、操作方法及び心肺蘇生の手順を誘導

できること。また、図示された操作説明リーフレット等を付属し、ＡＥＤの使

用に関する専門的な訓練を受けていない者であっても、容易に操作できるもの

であること。 

 （１２）誤操作防止のため、電源ボタンを除く操作ボタンは、電気ショックボタン１つ

のみであること。 

 （１３）ＡＥＤ遠隔監視システムを有すること。ＡＥＤ遠隔監視システムは、セルフテ

ストの結果及びＡＥＤ本体に生じた不具合の内容を遠隔で確認でき、機器の不

具合が生じた場合は、設置業者に通知する機能を有すること。 

 （１４）ＡＥＤ遠隔監視システム導入の際に、新たな配線工事等を必要とせず運用が開

始できること。 

（１５）毎日、バッテリー、内部電子回路及び除細動電極パッドの通電状態について、

自動セルフテストを実施する機能を有すること。警告異常を検知した場合には、

ＡＥＤ本体インジケーター表示及び警告音により、外部から使用可能な状態

であるか否かを確認できること。 

    なお、点検結果を表示するインジケーターは、異常内容の種類にかかわらず、

1種類の表示で異常の有無を判別できること。 

 

７．保守 

設置業者は、納品から８年間は、以下のとおりＡＥＤ及び遠隔監視の維持管理を行

うものとする。なお、点検・交換等の際には事前に市担当者に連絡すること。 

（１） ＡＥＤの耐用期間や除細動電極パッド等の消耗部品の交換時期を把握するとと

もに、遠隔監視システムにより、ＡＥＤの稼働状況及び異常の有無を確認し、

常に使用可能な状態を維持するため、適切な点検、交換を実施すること。 

（２） ＡＥＤ使用後には、除細動電極パッド等の消耗品の交換を速やかに行うこと。 

（３） 故障発生時等の緊急時には、ＡＥＤを使用できない期間が生じることのないよ

う、速やかに修理・交換又は代替品の設置、その他必要な措置を講じること。

また、緊急時の連絡先をＡＥＤ収納ボックス、その他利用者が容易に確認でき

る場所に明示すること。 

 



８．その他 

 （１）納品については、各所管課の担当者と事前に調整すること。また、納品時には

各施設を訪問し、必要な機器の初期設定、動作確認、その他必要な調整等を行

い、要望があれば機器及びその使用方法について説明を行うこと。 

 （２）ＡＥＤの納入、設置、取扱説明及び既存ＡＥＤの撤去、廃棄、その他本業務の

履行に必要な一切の費用は、契約金額に含むものとする。 

 （３）本仕様書に定めない事項については、市と設置業者が協議の上、決定する。 


